
平
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十

年
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十
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受

領 
答

弁

第

七

〇

号 

      
衆
議
院
議
員
枝
野
幸
男
君
提
出
「
薬
害
エ
イ
ズ
問
題
」
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
四
二
第
七
〇
号 

平
成
十
年
七
月
十
四
日 

衆

議

院

議

長 
伊 

 

宗 

一 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

橋 

本 
 

太 

郎 

 

一 

 



 

一
の
（
四
）
に
つ
い
て 

一
の
（
二
）
及
び
（
三
）
に
つ
い
て 

一
の
（
一
）
に
つ
い
て 

厚
生
省
に
お
い
て
は
、
サ
リ
ド
マ
イ
ド
、
ス
モ
ン
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
の
よ
う
な
医
薬
品
に
よ
る
悲
惨
な
被
害
を
再
び
発
生
さ

せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
医
薬
品
の
安
全
性
及
び
有
効
性
の
確
保
に
最
善
の
努
力
を
重
ね
て
い
く
所
存
で
あ
り
、
そ
の
旨
を
碑

文
に
も
明
示
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

厚
生
省
に
お
い
て
は
、
昨
年
八
月
に
行
わ
れ
た
厚
生
大
臣
と
東
京
Ｈ
Ｉ
Ｖ
訴
訟
原
告
団
及
び
大
阪
Ｈ
Ｉ
Ｖ
訴
訟
原
告
団 

（
以
下
「
両
原
告
団
」
と
い
う
。
）
と
の
協
議
内
容
や
御
指
摘
の
議
事
確
認
書
を
踏
ま
え
、
昨
年
十
月
以
来
、
両
原
告
団
と 

 
 

の
協
議
を
十
回
以
上
に
わ
た
り
行
っ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
議
事
確
認
書
は
有
効
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
医
薬
品
に
よ
る
健
康
被
害
は
、
い
か
に
薬
事
行
政
が
適
正
に
実
施
さ
れ
た
と
し
て
も
、
医
薬
品
本
来
の

性
質
等
か
ら
不
可
避
的
に
生
じ
得
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
医
薬
品
製
造
業
者
や
医
療
機
関
等
の
過
失
等
に
よ
っ
て
も
生
じ

得
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
碑
に
「
薬
害
根
絶
」
の
文
言
を
使
用
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

衆
議
院
議
員
枝
野
幸
男
君
提
出
「
薬
害
エ
イ
ズ
問
題
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

一
の
（
五
）
に
つ
い
て 

二
の
（
二
）
に
つ
い
て 

二
の
（
一
）
に
つ
い
て 

碑
の
設
置
場
所
に
つ
い
て
は
、
厚
生
省
に
お
い
て
は
、
両
原
告
団
の
「
厚
生
大
臣
に
対
す
る
統
一
要
望
書
（
平
成
九
年
六

月
六
日
）
」
に
「
制
度
を
運
用
す
る
担
当
者
が
常
に
反
省
と
自
覚
を
持
つ
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
碑
は
そ
の
た
め
に
建
立 

 

す
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
何
よ
り
も
薬
事
行
政
に
従
事
す
る
職
員
の
自
戒
に
資
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
と
受
け
止
め
て
お
り
、
本
年
四
月
十
日
付
け
で
「
碑
文
の
内
容
等
に
つ
い
て
厚
生
省
の
提
案
に
御
理
解
を
得
ら
れ
る
の

で
あ
れ
ば
、
合
同
庁
舎
五
号
館
正
面
玄
関
周
辺
の
適
地
と
す
べ
く
関
係
方
面
と
調
整
し
た
い
」
旨
を
両
原
告
団
に
回
答
し
、

併
せ
て
具
体
的
候
補
地
点
も
図
面
で
明
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

厚
生
省
に
お
い
て
は
、
本
年
四
月
十
日
付
け
の
厚
生
省
の
提
案
に
つ
い
て
両
原
告
団
の
御
了
解
が
頂
け
る
こ
と
を
期
待
し

て
い
る
が
、
両
原
告
団
か
ら
更
な
る
協
議
の
申
出
が
あ
れ
ば
、
担
当
部
局
に
お
い
て
誠
実
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。 

御
質
問
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
刑
事
事
件
の
公
判
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。 

四 

 



 

三
の
（
一
）
に
つ
い
て 

二
の
（
三
）
に
つ
い
て 

厚
生
省
に
お
い
て
は
、
平
成
八
年
に
後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
の
実
態
把
握
に
関
す
る
研
究
班
（
以
下
「
エ
イ

ズ
研
究
班
」
と
い
う
。
）
等
に
関
す
る
省
内
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
調
査
に
お
い
て
は
御
指
摘
の
エ
イ
ズ 

 

研
究
班
の
議
事
を
録
音
し
た
テ
ー
プ
の
存
在
を
確
認
し
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
厚
生
省
に
お
い
て
現
在
、
当
該
テ
ー
プ
そ

の
他
エ
イ
ズ
研
究
班
の
議
事
の
記
録
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
改
め
て
関
係
職
員
に
対
し
て
必
要
な
調
査
を
行
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。 

個
別
の
証
拠
物
の
押
収
の
有
無
や
そ
の
内
容
等
に
つ
い
て
は
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第

四
十
七
条
に
お
い
て
、
現
在
及
び
将
来
に
お
け
る
捜
査
、
公
判
に
対
す
る
不
当
な
影
響
を
防
止
し
、
関
係
者
の
名
誉
等
を
保

護
す
る
上
で
問
題
が
あ
る
と
の
観
点
か
ら
、
公
判
の
開
廷
前
に
は
訴
訟
関
係
書
類
を
公
に
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
原
則
と

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
同
条
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
、
答
弁
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
答
弁
は

差
し
控
え
た
い
。 

厚
生
省
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
事
務
次
官
、
官
房
長
、
薬
務
局
長
及
び
医
薬
安
全
局
長
、
薬
務
担
当
審
議
官
並
び
に
薬 

五 

 



 

       

務
局
及
び
医
薬
安
全
局
所
属
の
課
長
及
び
課
長
補
佐
以
上
の
各
役
職
を
歴
任
し
た
者
（
以
下
「
事
務
次
官
経
験
者
等
」
と
い

う
。
）
が
、
御
指
摘
の
平
成
八
年
以
降
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
三
条
第
三
項
の
承
認 

 
 

を
得
て
製
薬
企
業
に
再
就
職
し
た
事
例
は
承
知
し
て
い
な
い
。 

ま
た
、
厚
生
省
に
お
い
て
把
握
し
た
限
り
に
お
い
て
、
事
務
次
官
経
験
者
等
が
、
御
指
摘
の
期
間
に
、
国
家
公
務
員
法
第

百
三
条
第
三
項
の
承
認
を
得
る
必
要
な
く
製
薬
企
業
に
再
就
職
し
た
事
例
は
な
く
、
業
界
団
体
並
び
に
医
薬
品
の
製
造
や
安

全
性
に
関
連
の
あ
る
特
殊
法
人
（
認
可
法
人
を
含
む
。
）
及
び
公
益
法
人
に
再
就
職
し
た
事
例
は
、
表
の
と
お
り
で
あ
る
。 

六 

 



 

 

             

七 



 

三
の
（
四
）
に
つ
い
て 

三
の
（
三
）
に
つ
い
て 

三
の
（
二
）
に
つ
い
て 

     
厚
生
省
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
再
就
職
は
国
家
公
務
員
法
第
百
三
条
の
規
定
又
は
平
成
八
年
五
月
三
十
一
日
に
厚
生
省

が
発
表
し
た
製
薬
企
業
へ
の
再
就
職
の
自
粛
の
措
置
（
以
下
「
厚
生
省
の
自
粛
措
置
」
と
い
う
。
）
に
反
し
て
い
な
い
も
の 

 

と
考
え
る
。 

厚
生
省
の
自
粛
措
置
は
、
現
在
も
継
続
中
で
あ
り
、
遵
守
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。 

御
指
摘
の
よ
う
な
報
道
が
さ
れ
た
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。 

八 

 



 

 

九 

三
の
（
五
）
に
つ
い
て 

厚
生
省
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
再
就
職
に
つ
い
て
は
三
の
（
二
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
国
家
公
務
員
法
第
百

三
条
の
規
定
又
は
厚
生
省
の
自
粛
措
置
に
反
し
て
い
る
と
は
考
え
な
い
が
、
国
家
公
務
員
の
退
職
及
び
再
就
職
の
在
り
方
に

つ
い
て
は
、
公
務
員
の
採
用
か
ら
退
職
後
ま
で
の
生
涯
設
計
全
般
を
視
野
に
入
れ
て
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

現
在
、
政
府
と
し
て
、
公
務
員
制
度
全
般
の
見
直
し
の
一
環
と
し
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


